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光が丘第一小学校・光が丘第二小学校 統合準備会(第16回） 要点記録 

 

開 催 日 時 平成 21年 11月30日（月）午後6時～午後6時 50分 

会    場 光が丘第二小学校 図書室 

委 員 

細谷勝、齋藤栄子、野村隆久、遠田公博、庄司幸、谷口深雪、鶴田八

千代、鶴岡まみ、三木佳子、川澄吉広、本橋和三、髙瀬欣一、沢辺寅

造、図子祐子（敬称略） 

そ の 他 学校教育部長 

出 席 者 

事 務 局 新しい学校づくり担当課 

傍 聴 者 1人 

案   件 

１ 統合準備会（第15回）の要点記録の確認 
２ 統合新校の学校指定用品について 
３ 統合新校の校章について 
４ 統合新校の校歌について 
５ 交流活動等について 
６ 学校跡施設（光が丘地域）活用基本計画について 
７ その他 

 

 

１ 統合準備会（第15回）の要点記録の確認 

 
事務局 
事務局が作成した「統合準備会（第15回）の要点記録（案）」の内容を、委員の方々に確認

してもらいたい。訂正すべき点があった場合は、12月7日（月）までに事務局へ連絡してほし

い。その後、発言者を無記名にして、新しい学校づくり担当課のホームページで公開する。 

 
 

２ 統合新校の学校指定用品について 

 

事務局 
学校指定用品については、両校で協議して決めてもらうこととなっていた。協議の結果、学

校指定用品は次のとおりとなった。 
(1)通学帽子 
ブルーのデニム生地 

(2)体育着シャツ 
白地の丸首。首元とそで口に紺色の2本線 

(3)体育着パンツ 
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紺色のクォーターパンツ 
(4)水泳帽子 
白色。 

(5)紅白帽子 
庇なし 
学校指定用品のうち、通学帽子、体育着シャツおよび体育着パンツを、光が丘四季の香小学

校へ通学する新2年生～新 6年生に、来年 3月中に学校を通じて支給する。 
 

－ 質疑なし － 

 

 

３ 統合新校の校章について 

 
〔資料2に沿って、事務局から説明〕 

 
事務局 
各統合新校の校章が決定したので報告する。光が丘四季の香小以外の図案の説明を行う。 

(1)光が丘春の風小学校 
光が丘の「光」と春の風にちなみ｢桜｣を基調としたデザイン。 

(2)光が丘夏の雲小学校 
夏の雲の「雲」と光五小と光六小が、いちょう通りに沿って並んでいるので、いちょうの

葉を重ねて表現したデザイン。 
(3)光が丘秋の陽小学校 
秋の陽公園には、田んぼがあり、秋には稲穂が実るため、稲穂で光を表し、子供が大きく

羽ばたくように翼をイメージし、田柄三小の「三」とともに校名を包み込んだデザイン。 

 
－ 質疑なし － 

 

 

４ 統合新校の校歌について 

 

〔資料3に沿って、事務局から説明〕 

 

事務局 
作曲を依頼する竹内邦光氏に連絡したところ、作詞については、こわせたまみ氏を推薦して

もらい、お二人に、正式に校歌制作を依頼した。11月 19日、お二人には学校を見学してもら
い、その際、応募いただいた「校歌に入れたい言葉」と「新校への思い」、両校の校歌を資料

として渡した。 
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委員 
校歌はいつ頃完成するのか。 

 
事務局 
来年の3月中旬頃の予定。 
 

 

５ 交流活動等について 

 

〔資料4に沿って学校から説明〕 

 
委員 
両校の交流活動を報告する。昨年度は、合同遠足、合同演劇鑑賞教室、ドッジボール大会、

ゲーム集会等で交流を行った。今年度は、合同遠足、合同音楽鑑賞教室、移動教室、ドッジボ

ール大会等で児童たちの交流を行った。今後も、両校の祭り等で保護者・地域の交流も予定し

ている。 
 
委員 
教員の交流活動を報告する。統合新校の教育目標、特色ある教育活動、年間行事をまとめる

ため、合同で校内研究を行っている。 
 
委員 
光二小の保護者は光一小のお祭りに正式に招待されていない。行ってよいのか。 

 
会長 
ちらしを配布し、周知していると聞いている。早急に確認する。 

 
委員 
新校には、先生がどれくらい残れるのか。 

 
事務局 
人事は東京都教育委員会が決定する。新校には両校それぞれの先生が適切に配置されると思

う。 
 
委員 
高学年の担任の先生が全員いなくなると困ると言っている保護者もいる。人事について意見

を言う場はあるか。 
 
学校教育部長 
保護者の方がそのような心配をしていることは理解している。学校とも相談しながら、適切



 - 4 - 

な人事を東京都に求めている。 
 
委員 
要望がある場合は、保護者から直接都に伝えてほしいということか。制度としてあるのか。 

 
学校教育部長 
そのような制度はない。保護者が要望しても人事が変わることはない。 

 
委員 
始業式当日、光二小の児童はどうやって新校に行けばよいのか。 

 
会長 
来年 3月の保護者会で周知する方向で、両校で相談中である。 

 
 
６ 学校跡施設（光が丘地域）活用基本計画について 
 
事務局 
光が丘地区の学校跡施設活用の考え方を示した「学校跡施設（光が丘地域）活用基本計画（素

案）」を 9月に区報やホームページに掲載後、区民意見反映制度（パブリックコメント）や説
明会などを通じて多数の意見をいただいた。今後、意見等を踏まえ、計画を策定する予定であ

る。 
 
委員 
光が丘第六保育園が、光二小の跡施設を利用すると知ったが、本当か。 

 
事務局 
跡施設として活用を開始するのは平成 24年度からである。それまでの間、光が丘第六保育
園の改修工事のため、暫定的に、23年3月まで仮園舎として利用する。 
 
委員 
避難拠点ではなくなるのか。 

 

事務局 
避難拠点については、跡施設の活用および光が丘地区全体の中で見直すと所管課から聞いて

いる。 

 

委員 
跡施設の活用にあたっては、現在の都市計画について見直す必要があるのではないか。その

場合は、住民に広く周知してほしい。 
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事務局 
所管課に伝える。 

 

委員 
光一小の校庭にあるマンホールが地面から浮き上がり、児童が転ぶと危ないので、改修して

ほしいと、先日事務局に要望したが、その後どうなったのか。 

 

事務局 
すでに所管課に伝えた。現在検討中である。 

 
副会長 
次回は2月1日（月）午後6時から、光一小で開催する。本日はこれをもって終了する。 


